別記様式第１７号（第１３条関係）
　　　年　　月　　日

　関市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関市空家等管理活用支援法人指定申請書（新規・継続）

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２３条第１項の規定による空家等管理活用支援法人の指定を受けたいので、次の書類を添えて申請します。なお、当該空家等管理活用支援法人の指定の要件を確認するために市の職員が、市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金の納付状況について調査することに同意します。

[bookmark: _Hlk214358438]１　定款の写し
[bookmark: _Hlk214358446]２　登記事項証明書
[bookmark: _Hlk214358453]３　役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
[bookmark: _Hlk214358466]４　法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
[bookmark: _Hlk214358472]５　前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
[bookmark: _Hlk214358481]６　当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
[bookmark: _Hlk214358488]７　空家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面
[bookmark: _Hlk214358497]８　法第２４条各号に掲げる業務に関する計画書
[bookmark: _Hlk214358503]９　国税の納付に係る証明書
[bookmark: _Hlk214358510]１０　その他市長が必要と認める書類

【誓約事項】
	□申請に当たり、次に掲げる事項について誓約します。

	
	１　本市又は他の地方公共団体から支援法人の指定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者でないこと。

	
	２　関市暴力団排除条例（平成２４年関市条例第２９号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配するものでないこと。

	
	３　役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
　（１）　未成年者
　（２）　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　（３）　拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
　（４）　心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
　（５）　暴力団員等

	
	４　不正の行為又は法令に違反し、若しくは公益に反する事実がないこと。



